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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静電潜像を担持する静電潜像担持体と、前記静電潜像担持体の表面を帯電させる帯電部
材と、前記帯電部材の表面をクリーニングするクリーニング部材とを備える画像形成ユニ
ットであって、
　前記クリーニング部材は、
　シャフトと、
　該シャフトの外周に設けられて前記帯電部材に当接する弾性層と
　を有し、
　前記クリーニング部材との間に生じる前記弾性層の潰し量が０．２ｍｍ以上であり、且
つ前記シャフトの径に対する前記潰し量の比率である潰し量の比率（潰し量／シャフト径
）が０．１８以下である
　ことを特徴とする画像形成ユニット。
【請求項２】
　前記クリーニング部材の前記シャフト径が４ｍｍ以上であることを特徴とする請求項１
記載の画像形成ユニット。
【請求項３】
　前記弾性層の厚みが１ｍｍ以上であることを特徴とする請求項１又は２記載の画像形成
ユニット。
【請求項４】
　前記クリーニング部材は、ローラ状に形成されて外径が１０ｍｍ以下であることを特徴
とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の画像形成ユニット。
【請求項５】
　前記弾性層が単発泡のポリウレタンスポンジであることを特徴とする請求項１乃至４の
何れか一項に記載の画像形成ユニット。
【請求項６】
　前記クリーニング部材は、前記帯電部材が回転することにより連れ回ることを特徴とす
る請求項１乃至５の何れか一項に記載の画像形成ユニット。
【請求項７】
　前記クリーニング部材の前記シャフトを該シャフトの両端部で回転自在に保持し、前記



(2) JP 2010-54795 A5 2011.7.28

帯電部材の上方で、前記クリーニング部材が前記帯電部材に対して接近又は離間する方向
に移動可能に保持された一対の軸受けと、
　前記一対の軸受けをそれぞれ前記帯電部材に向う方向に付勢する一対の付勢部材を備え
たことを特徴とする請求項１乃至６の何れか一項に記載の画像形成ユニット。
【請求項８】
　前記一対の軸受けは、前記クリーニング部材が所定位置を越えて前記付勢方向へ移動す
るのを規制する規制手段を備えたことを特徴とする請求項７記載の画像形成ユニット。
【請求項９】
　前記クリーニング部材の前記シャフトを該シャフトの両端部で回転自在に保持し、前記
帯電部材の上方で、前記クリーニング部材が前記帯電部材に対して所定の位置を維持する
ように固定的に保持された一対の軸受けを備えたことを特徴とする請求項１乃至６の何れ
か一項に記載の画像形成ユニット。
【請求項１０】
　前記クリーニング部材のシャフトは、駆動伝達手段を介して直接回転駆動力を受けるこ
とを特徴とする請求項９記載の画像形成ユニット。
【請求項１１】
　前記クリーニング部材を覆うハウジング部内において、前記クリーニング部材によって
掻き落とされた前記帯電部材の付着物が堆積する平面部を備えたことを特徴とする請求項
１乃至１０の何れか一項に記載の画像形成ユニット。
【請求項１２】
　前記平面部の高さが、前記クリーニング部材と前記帯電部材の当接部の高さに対して、
同等か、僅かに低く設定されていることを特徴とする請求項１１記載の画像形成ユニット
。
【請求項１３】
　前記帯電部材はローラ状に形成され、前記クリーニング部材の外径が該帯電部材の外径
よりも小さいことを特徴とする請求項４に記載の画像形成ユニット。
【請求項１４】
　静電潜像を担持する静電潜像担持体と、前記静電潜像担持体の表面を帯電させる帯電部
材と、前記帯電部材の表面をクリーニングするクリーニング部材とを備える画像形成ユニ
ットであって、
　前記クリーニング部材が、
　シャフトと、
　該シャフトの外周に設けられて前記帯電部材に当接する弾性層と
　を有し、
　前記クリーニング部材との間に生じる前記弾性層の潰し量が０．２ｍｍ以上であり、且
つ前記シャフトの径に対する前記潰し量の比率である潰し量の比率（潰し量／シャフト径
）が０．１８以下である画像形成ユニット
　を備えたことを特徴とする画像形成装置。
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